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(57)【要約】
【課題】半導体ナノ粒子蛍光体同士の凝集、表面修飾基
の脱離などが起こることなく、高い発光効率を有する、
半導体ナノ粒子蛍光体を用いた発光構造体を提供する。
【解決手段】細孔を有する透光性基材と、前記透光性基
材の細孔中に保持された液体分散媒と、前記液体分散媒
中に分散された半導体ナノ粒子蛍光体とを備える発光性
構造体、ならびに、光源と、本発明の発光性構造体が透
光性を有する媒体中に分散された波長変換部とを備える
発光装置。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　細孔を有する透光性基材と、
　前記透光性基材の細孔中に保持された液体分散媒と、
　前記液体分散媒中に分散された半導体ナノ粒子蛍光体とを備える、発光性構造体。
【請求項２】
　前記液体分散媒が毛細管力により細孔中に保持されている、請求項１に記載の発光性構
造体。
【請求項３】
　前記透光性基材がポーラス構造を有する、請求項１または２に記載の発光性構造体。
【請求項４】
　前記透光性基材がカプセル状である、請求項１または２に記載の発光性構造体。
【請求項５】
　前記透光性基材がキャピラリ状である、請求項１または２に記載の発光性構造体。
【請求項６】
　前記細孔の開口を少なくとも覆う保護基材をさらに備える、請求項１～５のいずれか１
項に記載の発光性構造体。
【請求項７】
　前記透光性基材がガスバリア性を有する、請求項１～６のいずれか１項に記載の発光性
構造体。
【請求項８】
　前記液体分散媒が不揮発性である、請求項１～７のいずれか１項に記載の発光性構造体
。
【請求項９】
　前記液体分散媒がイオン性液体である、請求項１～７のいずれか１項に記載の発光性構
造体。
【請求項１０】
　前記半導体ナノ粒子蛍光体の発光波長が３８０～７５０ｎｍの範囲内である、請求項１
～９のいずれか１項に記載の発光性構造体。
【請求項１１】
　複数の発光ピークを含む、請求項１～１０のいずれか１項に記載の発光性構造体。
【請求項１２】
　光源と、請求項１～１１のいずれか１項に記載の発光性構造体が透光性を有する媒体中
に分散された波長変換部とを備える、発光装置。
【請求項１３】
　光源がその凹部に搭載された枠体を有し、前記波長変換部が、光源ごと凹部が前記媒体
により充填されている、請求項１２に記載の発光装置。
【請求項１４】
　光源がその凹部に搭載された枠体を有し、前記波長変換部が、凹部の開口の少なくとも
一部を覆うフィルム状物である、請求項１２に記載の発光装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、細孔を有する透光性基材と、前記透光性基材の細孔中に保持された液体分散
媒と、前記液体分散媒中に分散された半導体ナノ粒子蛍光体とを備える発光性構造体、な
らびに、当該発光性構造体を用いた発光装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体ナノ粒子蛍光体（量子ドットとも呼ばれる）は、量子サイズ効果によりサイズ可
変な（ｓｉｚｅ－ｔｕｎｅａｂｌｅ）電子特性から、商業的関心が持たれている。サイズ
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可変な電子特性は、生体標識、太陽光発電、触媒作用、生体撮像、ＬＥＤ、一般的な空間
照明、及び電子発光ディスプレイなどの様々な用途に利用できる。
【０００３】
　たとえば、特開２０１４－５６８９６号公報（特許文献１）には、ベース基板と、ベー
ス基板上に設けられた発光素子と、発光素子上の少なくとも一部に形成される第１層封止
部（透過性保護層）と、第１層封止部上の少なくとも一部に形成される第２層封止部（第
１の蛍光層）とを備え、第２層封止部が２種類以上の半導体量子ドット（半導体ナノ粒子
蛍光体）を有する発光デバイスが開示されている（特許文献１の請求項１、３）。特許文
献１に記載された発明では、発光素子と、半導体ナノ粒子蛍光体を含む第２層封止部との
間に、第１層封止部（透過性保護層）を介在させることで、発光素子の熱による半導体ナ
ノ粒子蛍光体の劣化を緩和し、第２層封止部の安定化を図っている。
【０００４】
　しかしながら、特許文献１に記載された発光デバイスでは、半導体ナノ粒子蛍光体を揮
発性の溶媒に分散させた蛍光体溶液を、熱硬化性のエポキシ樹脂と混合し、第１層封止部
上に滴下し、硬化させて第２層封止部を形成する（特許文献１の段落〔００７５〕、〔０
０７８〕）。このように溶媒中に分散させた半導体ナノ粒子蛍光体を、樹脂中に再分散さ
せることで、再分散の際に半導体ナノ粒子蛍光体の凝集などが起こり、発光特性を劣化さ
せてしまうという問題があった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１４－５６８９６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　半導体ナノ粒子蛍光体は、液体分散媒中に分散した状態で高効率な蛍光特性が得られる
一方で、特許文献１に開示された発光デバイスのように樹脂材料と混合させると、発光効
率が低下してしまう。これは、半導体ナノ粒子蛍光体同士の凝集、表面修飾基の脱離など
の、樹脂中での半導体ナノ粒子蛍光体の周辺環境の変化に起因するものと考えられる。
【０００７】
　本発明は、上記課題を解決するためになされたものであって、その目的とするところは
、半導体ナノ粒子蛍光体同士の凝集、表面修飾基の脱離などが起こることなく、高い発光
効率を有する、半導体ナノ粒子蛍光体を用いた新規な発光構造体を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の発光性構造体は、細孔を有する透光性基材と、透光性基材の細孔中に保持され
た液体分散媒と、液体分散媒中に分散された半導体ナノ粒子蛍光体とを備えることを特徴
とする。
【０００９】
　本発明の発光性構造体は、液体分散媒が毛細管力により細孔中に保持されていることが
好ましい。
【００１０】
　本発明の発光性構造体において、透光性基材はポーラス構造を有することが好ましい。
　本発明の発光性構造体において、透光性基材がカプセル状であることが好ましい。
【００１１】
　本発明の発光性構造体において、透光性基材がキャピラリ状であることが好ましい。
　本発明の発光性構造体は、細孔の開口を少なくとも覆う保護基材をさらに備えることが
好ましい。
【００１２】
　本発明の発光性構造体における透光性基材はガスバリア性を有することが好ましい。
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　本発明の発光性構造体における液体分散媒は不揮発性であることが好ましい。
【００１３】
　また本発明の発光性構造体における液体分散媒はイオン性液体であることが好ましい。
　本発明の発光性構造体における半導体ナノ粒子蛍光体の発光波長が３８０～７５０ｎｍ
の範囲内であることが好ましい。
【００１４】
　本発明の発光性構造体は、複数の発光ピークを含むことが好ましい。
　本発明はまた、光源と、上述した本発明の発光性構造体が透光性を有する媒体中に分散
された波長変換部とを備える発光装置についても提供する。
【００１５】
　本発明の発光装置において、光源がその凹部に搭載された枠体を有し、前記波長変換部
が、光源ごと凹部が前記媒体により充填されていてもよい。
【００１６】
　また本発明の発光装置において、光源がその凹部に搭載された枠体を有し、前記波長変
換部が、凹部の開口の少なくとも一部を覆うフィルム状物であってもよい。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、樹脂硬化プロセスを使わずに、半導体ナノ粒子蛍光体を分散させた液
体分散媒を透光性基材の細孔内に保持しているため、半導体ナノ粒子蛍光体同士の凝集、
表面修飾基の脱離など半導体ナノ粒子蛍光体の周辺環境の変化が起こりにくく、半導体ナ
ノ粒子蛍光体が安定的に機能し得るように液体分散媒中に分散させたまま、発光特性の劣
化が起こりにくい発光性構造体を提供することができる。また、本発明は、このような発
光性構造体を利用した、発光装置についても提供する。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の第１の実施態様の発光性構造体１を模式的に示す図である。
【図２】図１に示した構造の発光性構造体と、同じ半導体ナノ粒子蛍光体を同じ液体分散
媒中に分散後、シリコーン樹脂と混合した場合との発光効率を比較して示すグラフである
。
【図３】本発明の第２の実施態様の発光性構造体１１を模式的に示す図である。
【図４】本発明の第３の実施態様の発光性構造体２１を模式的に示す図である。
【図５】本発明の第４の実施態様の発光性構造体３１を模式的に示す図である。
【図６】本発明の第５の実施態様の発光性構造体４１を模式的に示す図である。
【図７】本発明の第６の実施態様の発光性構造体を模式的に示す図であり、図７（ａ）に
は、図４に示した例の発光性構造体２１の変形例である発光性構造体２１’、図７（ｂ）
には、図５に示した例の発光性構造体３１の変形例である発光性構造体３１’、図７（ｃ
）には、図６に示した例の発光性構造体４１の変形例である発光性構造体４１’をそれぞ
れ示している。
【図８】本発明の第７の実施態様の発光性構造体５１を模式的に示す図である。
【図９】本発明の第８の実施態様の発光性構造体６１を模式的に示す図である。
【図１０】本発明の第９の実施態様の発光性構造体７１を模式的に示す図である。
【図１１】本発明の第１０の実施態様の発光性構造体８１を模式的に示す図である。
【図１２】本発明の第１１の実施態様の発光性構造体９１，１０１，１０２を模式的に示
す図である。
【図１３】本発明の第１２の実施態様の発光装置１１１を模式的に示す図である。
【図１４】本発明の第１３の実施態様の発光装置１１１を模式的に示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　＜発光性構造体＞
　（第１の実施態様の発光性構造体）



(5) JP 2017-110060 A 2017.6.22

10

20

30

40

50

　図１は、本発明の第１の実施態様の発光性構造体１を模式的に示す図である。本発明の
発光性構造体１は、図１に示す例のように、細孔４を有する透光性基材３と、前記透光性
基材３の細孔４中に保持された液体分散媒５と、前記液体分散媒５中に分散された半導体
ナノ粒子蛍光体２とを備える。
【００２０】
　本発明の発光性構造体によれば、樹脂硬化プロセスを使わずに、半導体ナノ粒子蛍光体
を分散させた液体分散媒を透光性基材の細孔内に保持しているため、半導体ナノ粒子蛍光
体同士の凝集、表面修飾基の脱離など半導体ナノ粒子蛍光体の周辺環境の変化が起こりに
くく、半導体ナノ粒子蛍光体が安定的に機能し得るように液体分散媒中に分散させたまま
、発光特性の劣化が起こりにくい。また、透光性基材３が、液体分散媒に分散された状態
の半導体ナノ粒子蛍光体２を取り囲むため、半導体ナノ粒子蛍光体２が空気・水分などに
曝されにくく、このような観点からも、半導体ナノ粒子蛍光体の長期安定性が向上される
。
【００２１】
　ここで、図２は、図１に示した構造の発光性構造体（半導体ナノ粒子蛍光体として発光
波長６２０ｎｍのコアシェル型ＣｄＳｅ／ＺｎＳ、液体分散媒としてＮ，Ｎ，Ｎ－トリメ
チル－Ｎ－プロピルアンモニウムビス（トリフルオロメタンスルホニル）イミド、透光性
基材としてダイソーゲル（ダイソーケミカル（株）製）を用いた場合）と、同じ半導体ナ
ノ粒子蛍光体を同じ液体分散媒に分散後、シリコーン樹脂（ＯＥ－７６２０（Ｄｏｗ　Ｃ
ｏｒｎｉｎｇ製））と混合した場合との発光効率（Ｃ９９２０－０２Ｇ（浜松ホトニクス
（株）製）で測定）を比較して示すグラフであり、縦軸は発光効率である。図２のグラフ
中、Ａは本発明の発光性構造体、Ｂはシリコーン樹脂に混合した場合を示している。図２
からも明らかなように、液体分散媒に分散時の半導体ナノ粒子蛍光体の効率を基準にする
と、Ｂでは約０．３まで下がったのに対し、Ａでは約０．７に留まった。このように、本
発明の発光性構造体は、樹脂と混合する場合と比較して、半導体ナノ粒子蛍光体の発光特
性の劣化が起こりにくいことが分かる。
【００２２】
　なお、本発明の発光性構造体は、半導体ナノ粒子蛍光体を分散させた液体分散媒を透光
性基材の細孔内に「保持」する構成であり、たとえば中空状の外殻内に、半導体ナノ粒子
蛍光体を分散させた液体を「内包」する構成とは異なる。中空状の外殻内に「内包」する
ためには、半導体ナノ粒子蛍光体を分散させるための液体に制限があるが、半導体ナノ粒
子蛍光体を分散させた液体分散媒を透光性基材の細孔内に「保持」する構成である本発明
は、用いる液体分散媒は特に制限されない。
【００２３】
　本発明における半導体ナノ粒子蛍光体２は、高い発光効率を有し、かつ発光線幅が非常
に狭く、ナノ粒子サイズを調製することにより発光波長を制御できる特徴を有する。一般
に液体分散媒中で分散性が良いとき高い発光効率を有するが、樹脂中など固体中に分散さ
せたとき、凝集によりナノ粒子蛍光体間のエネルギー失活が生じて効率が低下する。また
、半導体ナノ粒子蛍光体を用いることで、組成制御による発光波長の制御を精密に行なう
ことができるという利点がある。
【００２４】
　半導体ナノ粒子蛍光体の原料としては、特に制限されるものではなく、半導体ナノ粒子
蛍光体として従来より用いられるＣｄＳ、ＣｄＳｅ、ＣｄＴｅ、ＺｎＳ、ＺｎＳｅ、Ｚｎ
Ｔｅ、ＩｎＮ、ＩｎＰ、ＩｎＡｓ、ＩｎＳｂ、ＡｌＰ、ＡｌＳ、ＡｌＡｓ、ＡｌＳｂ、Ｇ
ａＮ、ＧａＰ、ＧａＡｓ、ＧａＳｂ、ＰｂＳ、ＰｂＳｅ、Ｓｉ、Ｇｅ、ＭｇＳ、ＭｇＳｅ
、ＭｇＴｅから選ばれる少なくともいずれかであってよい。さらに、半導体ナノ粒子蛍光
体は、当業者に知られている二成分コア型、三成分コア型、四成分コア型、コアシェル型
またはコアマルチシェル型、ドープされた半導体ナノ粒子蛍光体または傾斜した半導体ナ
ノ粒子蛍光体であってよい。
【００２５】
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　半導体ナノ粒子蛍光体は、その形状については特に制限されないが、球状、ロッド状、
ワイヤ状など従来公知の適宜の形状の半導体ナノ粒子蛍光体を特に制限なく用いることが
できる。特に、形状制御による発光特性の制御の容易さという観点からは、球状の半導体
ナノ粒子蛍光体を用いることが好ましい。
【００２６】
　半導体ナノ粒子蛍光体の粒子径は、原料および所望の発光波長に応じて適宜選択するこ
とができ、特に制限されないが、１～２０ｎｍの範囲内であることが好ましく、２～５ｎ
ｍの範囲内であることがより好ましい。半導体ナノ粒子蛍光体の粒子径が１ｎｍ未満であ
る場合には、体積に対する表面積の割合が増えることにより、表面欠陥が支配的となり効
果が低下する傾向にあるためであり、また、半導体ナノ粒子蛍光体の粒子径が２０ｎｍを
超える場合には、分散状態が低下し、凝集・沈降が生じる傾向にあるためである。ここで
、半導体ナノ粒子蛍光体の形状が球状である場合には、粒子径は、たとえば粒度分布測定
装置により測定された平均粒径もしくは電子顕微鏡により観察された粒子の大きさを指す
。また半導体ナノ粒子蛍光体の形状がロッド状である場合には、粒子径は、たとえば電子
顕微鏡により測定された短軸および長軸の大きさを指す。さらに、半導体ナノ粒子蛍光体
の形状がワイヤ状である場合には、粒子径は、たとえば電子顕微鏡により測定された短軸
および長軸の大きさを指す。
【００２７】
　本発明の発光性構造体において、半導体ナノ粒子蛍光体は、液体分散媒１００重量部に
対して０．００００１～１００重量部の範囲内で分散しているのが好ましく、０．００１
～５０重量部の範囲内で分散しているのがより好ましい。半導体ナノ粒子蛍光体が、液体
分散媒１００重量部に対し０．００００１重量部未満である場合、濃度が低く十分な発光
強度が得られないという傾向にあるためであり、また、液体分散媒１００重量部に対し１
００重量部を超える場合、分散性が悪く半導体ナノ粒子蛍光体同士が凝集しやすい傾向に
あり、発光効率が低下するためである。
【００２８】
　本発明の発光性構造体において、液体分散媒は、特に制限されないが、半導体ナノ粒子
蛍光体を安定的に分散させ、良好な発光効率が得られる観点からは、トルエン、クロロホ
ルム、ヘキサン、エタノール、メタノールなどの有機分散媒、もしくは水分散媒が好まし
い。中でも、極性を持つ有機分散媒は、表面修飾された半導体ナノ粒子蛍光体を安定的に
分散できることから、液体分散媒としてトルエンまたはクロロホルムを用いることが好ま
しい。
【００２９】
　本発明の発光性構造体における透光性基材３は、透光性を有し、細孔４を有する。この
ような透光性基材３を形成するための材料としては、たとえば主成分の少なくとも一つと
してシリコーン樹脂、エポキシ樹脂、ＳｉＯ２、Ａｌ２Ｏ３、ＺｎＯ、Ｉｎ２Ｏ３、Ｓｎ
Ｏ２、ＴｉＯ２などが挙げられる。なお、図１には、透光性基材３が有する細孔４が、少
なくともその一部が互いに連通するように形成された例を示している。このような透光性
基材３として、市販品を用いても勿論よく、たとえばダイソーゲル（ダイソーケミカル（
株）製）などが好適な例として挙げられる。透光性基材３の外形状は特に制限されるもの
ではなく、球状（真球状、楕円球状）、棒状、角柱状、膜状などが挙げられる。
【００３０】
　本発明の発光性構造体１では、細孔４から透光性基材３の内部に液体分散媒を注入・保
持させることができるため、液体分散媒に制限がなく、また、透光性基材の透光性により
励起光および蛍光の取り込み・取り出しに際して発光効率を低下させずに高い発光効率と
固体（粉末）としての取扱い性を両立させることができる。
【００３１】
　（第２の実施態様の発光性構造体）
　図３は、本発明の第２の実施態様の発光性構造体１１を模式的に示す図である。なお、
図３に示す例の発光性構造体１１は、図１に示した例の発光性構造体１と一部を除き同様
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の構成を有しており、同様の構成を有する部分については同一の参照符を付して説明を省
略する。
【００３２】
　図３に示す例の発光性構造体１１は、液体分散媒が毛細管力により細孔中に保持されて
いる。このように、本発明の発光性構造体は、液体分散媒が毛細管力により細孔中に保持
されていることが好ましい。これにより、発光性構造体からの液体分散媒の液漏れを防ぎ
、取扱い性が向上する。
【００３３】
　ここで、一般に、細孔を有する構造体は毛細管現象により液体分散媒を吸着、保持する
働きを持つ。以下の関係式を満たすとき、毛細管現象により、内部の液体を保持すること
ができる。
【００３４】
　　Ｍ×ｇ＜２πｒ２×Ｔ
　　Ｍ：液体分散媒の質量［ｋｇ］
　　ｇ：重力加速度［ｍ／ｓ２］
　　ｒ：細孔の半径［ｍ］
　　Ｔ：液体／側表面の表面張力［Ｎ／ｍ］
　液体分散媒の種類と保持量、構造体の細孔径が上記関係を成立させたとき、毛細管現象
が発現し、細孔からの液漏れを防ぎ、発光性構造体を粉末として取り扱うことが容易にな
る。
【００３５】
　（第３の実施態様の発光性構造体）
　図４は、本発明の第３の実施態様の発光性構造体２１を模式的に示す図である。なお、
図４に示す例の発光性構造体２１は、図１に示した例の発光性構造体１と一部を除き同様
の構成を有しており、同様の構成を有する部分については同一の参照符を付して説明を省
略する。図４に示す例の発光性構造体２１における透光性基材２２は、ポーラス構造を有
する。ここで、ポーラス構造とは、透光性基材２２の内部に多くの細孔を含むことを特徴
とする構造である。
【００３６】
　透光性基材２２がポーラス構造を有することで、細孔を多く含むため、細孔内へ液体分
散媒を多く保持することができるという利点がある。さらに、蛍光体ナノ粒子蛍光体を液
体分散媒に分散させ、ポーラス構造を有する透光性基材に保持させることで、得られた発
光性構造体を固体の蛍光部材として取り扱うことが可能となり、発光性構造体を樹脂中に
再分散させることが容易に行えるようになる。
【００３７】
　ポーラス構造を有する透光性基材２２を得るためには、たとえば、透光性基材の形成材
料として水中でゾルゲル前駆体（金属アルコキシドなど）と界面活性剤を混合し、水分解
や縮合などによりシリカのネットワークを形成し、熱処理により有機鋳型を除去すると細
孔を持つシリカを主成分とするポーラス構造を有する透光性基材が得られる。あるいは、
ポーラス構造を有する透光性基材３として市販品を用いても勿論よく、たとえばダイソー
ゲル（ダイソーケミカル（株）製）、Ｍ．Ｓ．ＧＥＬ（ＡＧＣエスアイテック（株）製）
などが好適な例として挙げられる。
【００３８】
　（第４の実施態様の発光性構造体）
　図５は、本発明の第４の実施態様の発光性構造体３１を模式的に示す図である。なお、
図５に示す例の発光性構造体３１は、図１に示した例の発光性構造体１と一部を除き同様
の構成を有しており、同様の構成を有する部分については同一の参照符を付して説明を省
略する。
【００３９】
　本発明の発光性構造体３１は、図５に示す例のように、カプセル状の透光性基材３２を
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用いてもよい。この場合、透光性基材３２は、内部空間に連通する細孔３３を有し、その
内部空間には、細孔３３を介して注入された、半導体ナノ粒子蛍光体２を分散させた液体
分散媒５が収容されている。このようなカプセル状の透光性基材３２を用いることで、図
１に示した実施態様と比較して、体積当たりの空孔容量が大きく、半導体ナノ粒子蛍光体
の液体分散媒の保持量を多くすることが容易であるというような利点がある。
【００４０】
　このようなカプセル状の透光性基材３２は、たとえばシリカなどの材料で形成されたも
のを好適に用いることができる。またこのようなカプセル状の透光性基材３２として市販
品を用いても勿論よい。
【００４１】
　（第５の実施態様の発光性構造体）
　図６は、本発明の第５の実施態様の発光性構造体４１を模式的に示す図である。なお、
図６に示す例の発光性構造体４１は、図１に示した例の発光性構造体１と一部を除き同様
の構成を有しており、同様の構成を有する部分については同一の参照符を付して説明を省
略する。
【００４２】
　本発明の発光性構造体４１は、図６に示す例のように、キャピラリ状（細孔を有する円
筒状の構造体）の透光性基材４３を備え、その内部空間（細孔）４４に、半導体ナノ粒子
蛍光体２を分散させた液体分散媒３を収容するように実現されてもよい。このようにキャ
ピラリ状の透光性基材４３を用いることで、図１に示した実施態様と比較して、アレイ化
した励起光源とキャピラリを並べることで、エッジ型のディスプレイ用バックライトに容
易に利用できるというような利点がある。
【００４３】
　このようなキャピラリ状の透光性基材４３は、たとえばシリカなどの材料で形成された
ものを好適に用いることができる。またこのようなキャピラリ状の透光性基材４３として
市販品を用いても勿論よく、たとえばＤＵＲＡＮキャピラリー（ショット日本（株）製）
などが好適な例として挙げられる。
【００４４】
　（第６の実施態様の発光性構造体）
　図７は、本発明の第６の実施態様の発光性構造体を模式的に示す図であり、図７（ａ）
には、図４に示した例の発光性構造体２１の変形例である発光性構造体２１’、図７（ｂ
）には、図５に示した例の発光性構造体３１の変形例である発光性構造体３１’、図７（
ｃ）には、図６に示した例の発光性構造体４１の変形例である発光性構造体４１’をそれ
ぞれ示している。なお、図７（ａ），（ｂ），（ｃ）に示す例の発光性構造体２１’，３
１’，４１’は、それぞれ細孔の開口を少なくとも覆う保護基材２４，３４，４５をさら
に備えること以外は同様の構成を有しており、同様の構成を有する部分については同一の
参照符を付して説明を省略する。
【００４５】
　このように、半導体ナノ粒子蛍光体２を分散させた液体分散媒５を、細孔２３，３３，
４４を有する透光性基材の内部に保持させた後、少なくとも細孔２３，３３，４４を塞ぐ
ように保護基材２４，３４，４５で覆うことで、細孔内へのガスの侵入を防ぎ、半導体ナ
ノ粒子蛍光体の発光効率の長期安定化が向上されるという効果が奏される。また、保護基
材２３，３４，４５を備えることで、発光性構造体からの液体分散媒の液漏れを物理的に
防ぐことができ、取扱い性が向上する。
【００４６】
　さらに、半導体ナノ粒子蛍光体を分散させた液体分散媒を直接保護基材で覆うことで保
護基材内に内包させようとする場合には、内包させる液体分散媒に制限があり、たとえば
コアセルベーション法など、内包させる方法も限られる。これに対し、図７に示した例の
発光性構造体の場合、細孔を有する透光性基材に半導体ナノ粒子蛍光体を分散させた液体
分散媒を保持させた状態で細孔の開口を少なくとも覆うように保護基材を設けるため、た



(9) JP 2017-110060 A 2017.6.22

10

20

30

40

50

とえば固体に膜を付ける要領で容易に保護基材を設けることができ、保護基材を設ける方
法に特に制限はなく、また用いる液体分散媒の種類にも特に制限はない。
【００４７】
　なお、保護基材は、少なくとも細孔を塞ぐように設けられていればよく、図７（ａ），
（ｂ）に示す例のように、発光性構造体の最外殻の全体を覆うように設けられていてもよ
いし、図７（ｃ）に示す例のように、細孔のみを塞ぐように設けられていてもよい。
【００４８】
　保護基材を形成する材料としては特に制限はなく、たとえば主成分の少なくとも一つと
してシリコーン樹脂、エポキシ樹脂、ＳｉＯ２、Ａｌ２Ｏ３、ＺｎＯ、Ｉｎ２Ｏ３、Ｓｎ
Ｏ２、ＴｉＯ２などが挙げられる。中でも、加工性の良さと高い安定性から、シリコーン
樹脂で形成された保護基材を用いることが好ましい。またこのような保護基材として市販
品を用いても勿論よく、たとえばＫＥＲ－２５００（信越化学工業（株）製）などが好適
な例として挙げられる。
【００４９】
　（第７の実施態様の発光性構造体）
　図８は、本発明の第７の実施態様の発光性構造体５１を模式的に示す図である。なお、
図８に示す例の発光性構造体５１は、図１に示した例の発光性構造体１と一部を除き同様
の構成を有しており、同様の構成を有する部分については同一の参照符を付して説明を省
略する。
【００５０】
　図８に示す例の発光性構造体５１は、透光性基材５２がガスバリア性を有する。ここで
、「ガスバリア性」とは、クーロメトリック法、ガスクロマトグラフ法などの方法で測定
された酸素透過率が１００００ｃｃ／ｍ２／ｄａｙ以下（より好適には、０～３００ｃｃ
／ｍ２／ｄａｙの範囲内）であることを指す。このようなガスバリア性を有する透光性基
材５２を用いることで、細孔５３の開口以外の部分についてはガスが細孔内に侵入しにく
く、このため半導体ナノ粒子蛍光体がガスにより劣化しにくく、半導体ナノ粒子蛍光体の
発光効率の長期安定化を図ることができるという利点がある。
【００５１】
　このようなガスバリア性を有する透光性基材５２の形成材料としては、たとえば、主成
分の少なくとも一つとして、シリコーン樹脂、エポキシ樹脂、ＳｉＯ２、Ａｌ２Ｏ３、Ｉ
ｎ２Ｏ３、ＳｎＯ２、ＴｉＯ２、ＺｎＯなどが挙げられる。中でも低酸素透過性を有する
ことが好ましく、ガスバリア性を有する透光性基材として、変性シリコーン樹脂で形成さ
れた透光性基材を用いることが好ましい。また、このようなガスバリア性を有する透光性
基材として市販品を用いても勿論よく、たとえばＯＥ－７６２０（Ｄｏｗ　Ｃｏｒｎｉｎ
ｇ製）、ＳＳ－６５０３（サンユレック（株）製）などが好適な例として挙げられる。
【００５２】
　（第８の実施態様の発光性構造体）
　図９は、本発明の第８の実施態様の発光性構造体６１を模式的に示す図である。なお、
図９に示す例の発光性構造体６１は、図１に示した例の発光性構造体１と一部を除き同様
の構成を有しており、同様の構成を有する部分については同一の参照符を付して説明を省
略する。
【００５３】
　図９に示す例の発光性構造体６１では、半導体ナノ粒子蛍光体を分散させる液体分散媒
６２として不揮発性の液体分散媒を用いている。ここで、「不揮発性」とは、高い沸点（
好適には１００℃以上）を有する液体を指す。このような不揮発性の液体分散媒の好適な
例として、たとえばイソブチルアルコール、トルエン、キシレン、エチレングリコールモ
ノエチルエーテルなどが挙げられる。
【００５４】
　本発明では、第８の実施態様の発光性構造体のように、不揮発性の液体分散媒を用いて
もよい。このような不揮発性の液体分散媒を用いることで、発光性構造体の細孔に保持さ
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せた状態で液体分散媒が気化しにくくなり、細孔内に保持された状態を保つことが容易と
なり、また、液体分散媒の蒸発による半導体ナノ粒子蛍光体の劣化を防ぐことができると
いう利点がある。
【００５５】
　（第９の実施態様の発光性構造体）
　図１０は、本発明の第９の実施態様の発光性構造体７１を模式的に示す図である。なお
、図１０に示す例の発光性構造体７１は、図１に示した例の発光性構造体１と一部を除き
同様の構成を有しており、同様の構成を有する部分については同一の参照符を付して説明
を省略する。
【００５６】
　図１０に示す例の発光性構造体７１では、半導体ナノ粒子蛍光体を分散させる液体分散
媒７２としてイオン性液体を用いている。イオン性液体は蒸気圧をもたずほとんど気化す
ることがない特徴を有し、不揮発性の液体分散媒よりさらに保持状態の保持が可能である
。また、イオン性液体は半導体ナノ粒子蛍光体の表面を静電的に安定化させ凝集させずに
安定分散させる効果があり、高い発光効率と輝度を示す発光性構造体が得られる。
【００５７】
　イオン性液体としては、たとえば２－（メタクリロイロキシ）－エチルトリメチルアン
モニウムビス（トリフルオロメタンスルホニル）イミド、１－（３－アクリロイロキシ－
プロピル）－３－メチルイミダゾリウムエチルトリメチルアンモニウムビス（トリフルオ
ロメタンスルホニル）イミド、Ｎ，Ｎ，Ｎ－トリメチル－Ｎ－プロピルアンモニウムビス
（トリフルオロメタンスルホニル）イミド、Ｎ，Ｎ－ジメチル－Ｎ－メチル－２－（２－
メトキシエチル）アンモニウムビス（トリフルオロメタンスルホニル）イミド、１－アリ
ル－３－ブチルイミダゾリウムテトラフルオロボラレート、１－メチル－３－オクチルイ
ミダゾリウムヘキサフルオロフォスファートなどが挙げられる。これらの中でも、水など
不純物を含むイオン性液体は半導体ナノ粒子蛍光体の長期安定性を低下させる傾向にある
ため、イオン性液体として疎水性で水を容易に分離できるＮ，Ｎ，Ｎ－トリメチル－Ｎ－
プロピルアンモニウムビス（トリフルオロメタンスルホニル）イミドを用いることが好ま
しい。
【００５８】
　（第１０の実施態様の発光性構造体）
　図１１は、本発明の第１０の実施態様の発光性構造体８１を模式的に示す図である。な
お、図１１に示す例の発光性構造体８１は、図１に示した例の発光性構造体１と一部を除
き同様の構成を有しており、同様の構成を有する部分については同一の参照符を付して説
明を省略する。
【００５９】
　図１１に示す例では、発光波長が３８０～７５０ｎｍの範囲内である（すなわち、可視
光を発するバンドギャップを有する）半導体ナノ粒子蛍光体８２を用いている。このよう
な発光波長を有する半導体ナノ粒子蛍光体を用いることで、青色ＬＥＤなどの励起光源と
の組み合わせにより任意の色味の光源を得ることができるという利点がある。発光波長が
３８０ｎｍ未満もしくは発光波長が７５０ｎｍを超える半導体ナノ粒子蛍光体を用いた場
合には、可視光領域外のために殆ど黒く見えるため任意の色味の光源を得るための蛍光体
として適さない。
【００６０】
　上述のような発光波長を有する半導体ナノ粒子蛍光体８２としては、ＩｎＰ、ＩｎＮ、
ＩｎＡｓ、ＩｎＳｂ、ＩｎＢｉ、ＺｎＯ、Ｉｎ２Ｏ３、Ｇａ２Ｏ３、ＺｒＯ２、Ｉｎ２Ｓ

３、Ｇａ２Ｓ３、Ｉｎ２Ｓｅ３、Ｇａ２Ｓｅ３、Ｉｎ２Ｔｅ３、Ｇａ２Ｔｅ３、ＣｄＳｅ
、ＣｄＴｅ、ＣｄＳなどから選ばれる少なくとも１種が挙げられる。なお、このような半
導体ナノ粒子蛍光体８２も、上述と同様に、球状、ロッド状、ワイヤ状など従来公知の適
宜の形状の半導体ナノ粒子蛍光体を用いればよい。
【００６１】



(11) JP 2017-110060 A 2017.6.22

10

20

30

40

50

　（第１１の実施態様の発光性構造体）
　図１２は、本発明の第１１の実施態様の発光性構造体９１，１０１，１０２を模式的に
示す図である。なお、図１１に示す例の発光性構造体９１，１０１，１０２は、図１に示
した例の発光性構造体１と一部を除き同様の構成を有しており、同様の構成を有する部分
については同一の参照符を付して説明を省略する。
【００６２】
　複数の発光ピークを有するように発光性構造体を実現することで、目的とする発光スペ
クトルへの調整が容易であるという利点がある。たとえば、赤色の発光ピークと緑色の発
光ピークを有する発光性構造体を用いることで、青色の励起光源と組み合わせた場合には
、容易に演色性のよい白色光を実現することができる。複数の発光ピークを有するように
発光性構造体を実現する方法としては、たとえば、図１２（ａ）に示す例の発光性構造体
９１のように、互いに異なる発光ピークを有する２種類の半導体ナノ粒子蛍光体（たとえ
ば、赤色を発光する半導体ナノ粒子蛍光体と緑色を発光する半導体ナノ粒子蛍光体）９２
，９３を液体分散媒中に分散させるようにしてもよい。また、図１２（ｂ）に示す例のよ
うに、互いに異なる発光ピークを有する半導体ナノ粒子蛍光体（たとえば、赤色を発光す
る半導体ナノ粒子蛍光体と緑色を発光する半導体ナノ粒子蛍光体）９２，９３をそれぞれ
分散させた液体分散媒を別の透光性基材３中に保持させた２種類の発光性構造体１０１，
１０２を用いることで、複数の発光ピークを有する発光性構造体を実現するようにしても
よい。
【００６３】
　＜発光装置＞
　（第１２の実施態様の発光装置）
　ここで、図１３は、本発明の第１２の実施態様の発光装置１１１を模式的に示す図であ
る。本発明は、光源１１３と、上述した第１～第１１の実施態様のいずれかの発光性構造
体が透光性を有する媒体１１５中に分散された波長変換部１１２とを備える発光装置（Ｌ
ＥＤパッケージ）１１１についても提供する。本発明の発光性構造体は取扱い性（ハンド
リング性）がよく、現在利用されている蛍光体と同程度の大きさに作製することによって
、現在商業利用されている蛍光体と同じような形態で、現行のプロセスを変更することな
く利用することができる。図１３に示す発光装置において、発光性構造体以外の光源１１
３、透光性を有する媒体１１５、枠体１１４、リード線などは、従来公知の適宜のものを
特に制限なく用いることができる。図１３に示す例の本発明の発光装置１１１は、光源１
１３がその凹部に搭載された枠体１１４を有し、前記波長変換部が、光源ごと凹部が前記
媒体により充填されている。
【００６４】
　本発明の発光装置において、光源としては、特に制限されず、発光ダイオード（ＬＥＤ
）、レーザダイオード（ＬＤ）などを用いることができる。
【００６５】
　本発明の発光装置４１において、光源１１３および発光性構造体を封入するための透光
性を有する媒体としては、特に制限されず、エポキシ、シリコーンおよび（メタ）アクリ
レート、シリカガラス、シリカゲル、シロキサン、ゾルゲル、ヒドロゲル、アガロース、
セルロース、エポキシ、ポリエーテル、ポリエチレン、ポリビニル、ポリジアセチレン、
ポリフェニレンビニレン、ポリスチレン、ポリピロール、ポリイミド、ポリイミダゾール
、ポリスルホン、ポリチオフェン、ポリホスフェート、ポリ（メタ）アクリレート、ポリ
アクリルアミド、ポリペプチド、ポリサッカライドなどが挙げられる。これらを複数組み
合わせて透光性を有する媒体として用いてもよい。
【００６６】
　（第１３の実施態様の発光装置）
　ここで、図１４は、本発明の第１３の実施態様の発光装置１２１を模式的に示す図であ
る。図１４に示す例の発光装置１２１は、光源１１３がその凹部に搭載された枠体１１４
を有し、前記波長変換部１１２が、凹部の開口の少なくとも一部を覆うフィルム状物１２
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２である。このようなフィルム状物１２２を波長変換部１１２として用いることで、図１
３に示したような、光源ごと凹部が前記媒体により充填されている場合と比較して、励起
光源と波長変換部を、凹部内の空間を取り入れた配置にすることで励起光源からの熱の影
響が緩和され、波長変換部に含まれる半導体ナノ粒子蛍光体の長期安定性が向上する効果
が見込めるという利点がある。波長変換部として用いるフィルム状物は従来公知の適宜の
材料、手法で製造することができ、その形成材料および製造方法は特に制限されるもので
はない。
【符号の説明】
【００６７】
　１　発光性構造体、２　半導体ナノ粒子蛍光体、３　透光性基材、４　細孔、５　液体
分散媒、１１　発光性構造体、１２　透光性基材、１３　細孔、２１　発光性構造体、２
２　透光性基材、２３　細孔、３１　発光性構造体、３２　カプセル状の透光性基材、３
３　細孔、４１　発光性構造体、４３　キャピラリ状の透光性基材、４４　細孔部、２１
’　発光性構造体、２４　保護基材、３１’　発光性構造体、３４　保護基材、４１’　
発光性構造体、４５　保護基材、５１　発光性構造体、５２　透光性基材、５３　細孔、
６１　発光性構造体、６２　液体分散媒、７１　発光性構造体、７２　液体分散媒、８１
　発光性構造体、８２　半導体ナノ粒子蛍光体、９１　発光性構造体、９２　半導体ナノ
粒子蛍光体、９３　半導体ナノ粒子蛍光体、１０１　発光性構造体、１０２　発光性構造
体、１１１　発光装置、１１２　波長変換部、１１３　光源、１１４　枠体、１１５　媒
体、１２１　発光装置、１２２　フィルム状物。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】
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